
                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※現時点での予定ですので、変更となる可能性がございます。 

                         令和８年４月１日 第３７号 

宮寺・二本木地区センターだより 
  宮寺・二本木地区センター 電話 2934-4466（地域づくり窓口） 

  宮寺・二本木地区センター 二本木分館  電話 2934-2672 
  Facebook https://www.facebook.com/city.iruma.miyaderakouminkan 

  ＜４月の休館日は２９日です＞ 

■ 令和８年度 公民館事業の予定について 
  日頃から地区センター事業に多くの方のご参加・ご協力をいただき、誠にありがとうござい

ます。今年度も様々な事業を通して、地域の方々の交流、健康などにつながっていければと

考えています。ぜひ、事業へご参加いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 ※ 事業の詳細については、地区センターだよりで随時お知らせいたします。 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ ４月から印鑑登録証が新しくなります 
 入間市の印鑑登録証は黒色の手帳タイプからプラスチックのカード 

タイプに変わります。既に手帳タイプの印鑑登録証をお持ちの方は 

そのまま使用できますが、これまで行っていた印鑑登録証右側の交付 

記録（証明書の交付日と交付部数の記載）は終了します。 

なお、手帳タイプからカードタイプに変更をご希望の場合は、現在の 

印鑑登録を廃止して、新たに登録することができます（有料）。 

印鑑登録は地区センターでも手続きできますので、ぜひご利用ください。 

【問合せ】市民課 住民記録担当 （電話）2964-1111 内線 1224・1225 

■ 出張内職相談室 
内職相談員が地区センターへ出向き、内職のお仕事をご紹介します。内職が初めての方も 

大歓迎！お話を聞くだけでも大丈夫です。この機会に、ぜひお気軽にお越しください。 

【日 時】４月 15日（水）13：30～15：30 

【場 所】宮寺・二本木地区センター 洋室Ｂ（小会議室） 

【相談時間】一人約 10分 

【そ の 他】予約不要。内職が初めての方も大歓迎。 

【問 合 せ】内職相談室 （電話）2962-9272 

      商工観光課 商工業・労政担当（電話）2964-1111 内線 4255・4256 

 

■ ファミサポ提供会員基本講習会 
子育てをもっと安心にもっと地域で！「ちょっと預かってほしい」 

「誰かの力になりたい」そんな思いをつなぐファミサポでは、提供会員 

（子育てのお手伝いをしたい方）として活動するための基本講習会を 

開催します。“地域の力になりたい”という気持ちがある方大歓迎！ 

(有償ボランティア活動です) 

【日 程】5月 13日・20日・27日・6月 3日（水）の全 4日間 

【時 間】各日とも 10：00～12：00(午前) ／ 13：30～15：30(午後)の２講座 

【内 容】ファミサポの役割、保育の心と子どもの遊び、応急手当と救命講習など 

【場 所】入間市市民活動センター（豊岡 4-2-2） 

【参加費】無料 

【対 象】入間市在住の 20歳以上の方（資格・経験は不要） 

【〆  切】５月８日（金） 

【申込み】ファミサポへ電話（2964-2666）または右記フォームから 

【問合せ】こども支援課 （電話）2964-1111 内線 2358 

印鑑登録証 

新カードデザイン 
（令和 8年 4月 1日～） 

申込フォーム 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 令和８年度 一般介護予防教室 

  ～ みんなで やろう 認知症予防と 元気な体づくり！！ ～ 

  １人が元気になればみんなが元気になる！ 

    みんなが元気でいれば、地域が元気になる！！ 

     色々なことにチャレンジして、楽しく介護予防をしましょう☆ 
 

（昨年度からの変更点） 

・申込みは宮寺・二本木地区地域包括支援センターでお受けします。 

（宮寺・二本木地区センター施設内に併設。電話番号は下記に掲載しています。） 

・講座ごとにお申込をいただくことになりました。地区センターだよりやポスター、 

チラシにて講座内容や開催日時、申込み開始日時を周知します。 

４月の実施講座 

健康マージャン初心者教室 

 さまざまな方に楽しんでいただける初心者教室を開催します。全く牌に 

 触ったことのない麻雀を知らない方はもちろん、少し経験のある方でも 

 みなさま一緒にゼロから覚えなおす機会としてご参加いただけます。 

 みなさまでワイワイと誰とでも遊べる簡単な麻雀を楽しみましょう！ 

【日 時】4月 30日（木）14：00～16：00 

【場 所】宮寺・二本木地区センター二本木分館（二本木 256-1） 

【対 象】宮寺・二本木地区在住の 65歳以上の方 

     ※ 健康麻雀教室は大変人気のある講座です。申込みは宮寺・二本木地区在住の方を

優先させていただきます。 

【申込み】4月 1日（水）8：30～ 宮寺・二本木地区包括支援センターに電話もしくは窓口 

【定 員】32名 ※ 4月 16日（木）または定員になり次第締切 

【その他】10月に宮寺・二本木地区センターでも同内容の講座を実施予定です。 

【主 催】宮寺・二本木地区地域包括支援センター、明治安田生命保険相互会社 

【共 催】宮寺・二本木地区センター 

■ ロバ隊長のマスコット作り（４月・５月の予定） 
 ロバ隊長のマスコットやキーホルダーを一緒に作ってくださる方を募集中 

です！年齢は問いません。（※小学校低学年以下の方は保護者同伴） 

【日 時】4月４日（土）14：00～16：00 

     5月２日（土）14：00～16：00 

【会 場】宮寺・二本木地区センター１階 大会議室 

申込み・問い合わせは宮寺・二本木地区地域包支援センターまで！ 

（電話）2935-0082  ※ 日曜・祝日を除く 8：30～17：15 

 

４月１日（水） 

8：30から 



●掲載の事業は、各種取材等により広報いるま・入間ケーブルテレビ及び市公式ホームページや 

フェイスブック等へ写真を掲載する場合があります。ご了承のうえご参加ください。 

●この｢地区センターだより」は、自治会役員の方々のご協力により配布されています。 

★ 令和８年度 宮寺・二本木地区センター 職員体制 ★ 

＜センター長＞ 

根本（こども支援課より）                              

＜住民事務・地域づくり担当＞ 

友野、宇津木、篠原（市民課より）、山口、 

橋本、石川、村野、菅野（市民課より） 

＜異動・退職＞ 

櫻澤（収税課へ）、市川（情報政策課へ）、平山（退職） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ■ 地区センター職員の異動について 
人事異動により、当センターの職員についても異動がありました。 

令和８年度も地区センター職員一同、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

■ 証明書の発行はコンビニのマルチコピー機で！ 
  年度当初は市役所・地区センターの窓口が大変混み合い、証明書等の発行に 

お時間をいただくことが多々あります。 

  マイナンバーカードをお持ちの方は、お近くのコンビニに設置されている 

マルチコピー機にて証明書の発行が可能です。ぜひご活用ください。 
 

発行可能時間 発行できる証明書の種類 

6時 30分 

 から 23時 

住民票の写し      印鑑登録証明書 

住民票記載事項証明書  課税（非課税）証明書 

所得証明書       納税証明書 

9時から 17時 

※ 平日のみ 

戸籍謄本        戸籍抄本 

戸籍の附票の写し 

＊本籍地の市町村が発行に対応している場合に限る 

■ お手続き忘れていませんか？ 
◇ 国民健康保険脱退のお手続き（社会保険の資格情報が来たら速やかに） 

   国民健康保険に加入されている方（被保険者・被扶養者を問わない）が就職等で社会保険に

加入される場合、脱退のお手続きが必要です。新たな保険者（健康保険組合・共済組合・協会

けんぽ等）から発行された「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」をお持ちの上、住民

事務窓口へお越しください。 
 

◇ 転出・転居のお手続き（引越する前後 14日以内に） 

 転出・転居の届出は引越する前後 14日以内に手続きを行う必要があります。 

なお、マイナンバーカードをお持ちの方はマイナポータルでお手続きいただくと、転出に 

おける窓口での手続きは不要です。（転入・転居後のお手続きは窓口で行う必要があります） 

※ 転出（転居）・転入のお手続きは手続きに時間がかかりますので、時間に余裕を持って 

住民事務窓口へお越しください。 

 


